
 

令和６年(2024年)４月12日  

 

保護者の皆様へ 

 

                  北海道旭川西高等学校長 津 嶋 拓 慈  

 

長期休業期間における「学校閉庁日」の設定について 

 北海道教育委員会では、学校における働き方改革の取組の一つとして、教職員が休養を取りや

すい環境を整備し、心身の健康を保持することを目的に、平成30年度（2018年度）から「学校閉

庁日」の取組を全ての学校で実施しています。 

 つきましては、本校においても、長期休業期間における学校閉庁日を次のとおり設定すること

としましたので、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

なお、学校閉庁日には基本的に職員が不在となるため、学校への連絡等はこの期間外にお問い

合わせください。 

また、緊急連絡が必要な場合には次の連絡先までお願いします。 

記 

１ 学校閉庁日 

 (1) 夏季休業期間 

   令和６年(2024年)８月１３日(火)～令和６年(2024年)８月１５日(木)の3日間 
 (2) 冬季休業期間 

   令和６年(2024年)１２月２９日(日)～令和７年(2025年)１月３日(金)の6日間 

 
２ 緊急連絡先 

  次の緊急メールアドレスまでご連絡ください。 

   763602asanishi-kinkyu@ml.hokkaido-c.ed.jp 

（763602エイエスエイエヌアイエスエイチアイ-ケイアイエヌケイワイユー＠エムエル．エイチオーケイケイエイアイディーオー－シー．イーディー．ジェイピー ） 

    その際、① クラスと氏名 ② 緊急連絡の内容 ③ 電話番号 を記載してください。 

記載が無いときは、対応できない場合があります。 

なお、緊急メールアドレスは学校ＨＰに掲載してあることを申し添えます。 
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